
医療情報安全管理関連ガイドライン検討ロードマップ
● 現在、医療情報の安全管理については、３省の４つのガイドライン（いわゆる３省４ガイドライン）により、必要な対策等を規定。
● 特に事業者向けのガイドラインは３つあり、それぞれ策定・改定時期や対策の記述観点も異なるため、医療機関に対して（情報処
理やASP・SaaSを含む）総合的なサービスを提供する場合は、厚労省ガイドラインを含む全てのガイドラインを確認し対策を行う必
要があり、大きな負担。

● これらのガイドラインが求める要件を整理し、利用者視点で（段階的に）統合することにより、クラウドサービス事業者等が遵守すべ
きガイドライン要求事項を理解しやすくし、より確実な対策の実施を図り、医療情報の効果的・効率的な安全管理を推進。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度～

総務省
ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドラ
イン（H20（2008）年１月策定）

総務省
ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全
管理に関するガイドライン（H21（2009）年７月策定、
H22(2010)年12月第1.1版）

経済産業省
医療情報を受託管理する情報処理事業者における安
全管理ガイドライン（H20（2008）年３月策定、H24
（2012）年10月第2版）

厚生労働省
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
（H17（2005）年３月策定、H29（2017）年5月第5版）

【医療機関向けガイドライン】

【事業者向けガイドライン】

▲

▲

※ 厚労省ガイドラインとの一層の整合性確保も検討

【STEP２】（３⇒２ガイドライン）
・事業者向けガイドラインを整理・統合

【STEP１】（４⇒３ガイドライン）
・医療分野の総務省ガイドラインを１つに整理
・「クラウドサービス事業者が～ ガイドライン」に改称
・EHRやPHR、オンライン診療等の位置づけを明確化
・経産省ガイドラインとの整合性の調整総務省主催会議で検討

（2017年８月～2018年７月）

総務省・経産省
共催会議で検討
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